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静岡市教育職員等の退職手当に関する条例の一部改正について 
 

 静岡市教育職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   静岡市教育職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 静岡市教育職員等の退職手当に関する条例（平成15年静岡市条例第262号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中「。以下「教育職員給与条例」という。」を削る。 

 第４条第２項中「教育職員給与条例第11条及び小中学校教育職員等給与条例第11条に規

定する臨時又は非常勤職員」を「地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職

員並びに同法第22条の３第１項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法

律（昭和30年法律第125号）第３条第１項（同条第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第６条第１項及び静岡市

職員の配偶者同行休業に関する条例（平成29年静岡市条例第11号）第10条第１項の規定により

臨時的に任用された職員」に、「臨時職員等」を「会計年度任用職員等」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市教育職員等の退職手当に関する条例第４条の規定は、

この条例の施行の日以後の勤務した期間に係る在職期間について適用し、同日前の勤務

した期間に係る在職期間については、なお従前の例による。 


